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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒートポンプと、
　このヒートポンプによって加熱された湯水を貯留し、かつこの湯水を所定の出湯口また
は熱負荷に供給可能な貯湯タンクと、
　過去の熱需要に基づく学習能力をもち、今後の熱需要の発生時期および熱需要量を予測
し、かつ予測される熱需要の発生前に前記ヒートポンプを運転させて熱需要に対応する熱
量の湯水を前記貯湯タンクに貯留させる制御を実行する制御手段と、
　を備えており、
　前記制御手段は、熱需要に対応する湯水を前記貯湯タンクに貯留させる場合において、
熱需要量が所定の閾値以下である場合には、この熱需要に対応する貯湯温度を所定の第１
の温度にする一方、熱需要量が前記閾値を超える場合には、貯湯温度を前記第１の温度よ
りも高温の第２の温度とする制御を実行するように構成されている、ヒートポンプ式給湯
システムであって、
　前記制御手段は、貯湯温度を前記第２の温度とする熱需要が予測される場合において、
この熱需要の発生前の所定時間内に別の熱需要があると予測される場合には、その熱需要
量の多少には関係なく、前記別の熱需要に対応する貯湯温度を前記第２の温度とする制御
を実行するように構成されていることを特徴とする、ヒートポンプ式給湯システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のヒートポンプ式給湯システムであって、
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　前記所定時間は、可変値とされ、かつ貯湯温度が前記第２の温度とされる熱需要が発生
する前に別の熱需要が発生する頻度が高いと予測される場合には、そうでない場合よりも
長い時間に設定されるように構成されている、ヒートポンプ式給湯システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のヒートポンプ式給湯システムであって、
　前記貯湯タンクから前記所定の出湯口または熱負荷に供給される湯水をその途中で加熱
可能な補助熱源機を、さらに備えており、
　前記制御手段は、熱需要量が前記閾値を超える場合であっても、貯湯温度を前記第２の
温度にする場合と比べて、貯湯温度を前記第１の温度にしてからその不足熱量を前記補助
熱源機によって補う場合の方が、エネルギ効率が高いと判断した場合には、貯湯温度を前
記第１の温度にするように構成されている、ヒートポンプ式給湯システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートポンプ式給湯システムに関し、さらに詳しくは、貯湯タンクに貯留さ
れる湯水の温度を、予測される熱需要量に応じて変更するように構成されたヒートポンプ
式給湯システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒートポンプ式給湯システムとしては、過去の熱需要に基づく学習能力をもち、今後の
熱需要の発生時期や熱需要量を比較的細かく予測し、予測された熱需要に対応した熱量の
湯水をヒートポンプの運転により生成して貯湯タンクに貯留させる動作を、できる限り熱
需要の発生時期の直前に行なわせるようにしたものがある。従来においては、このような
方式とは異なり、たとえば夜間電力を利用してヒートポンプを運転させることにより１日
分の熱需要に対応した湯水を一括して生成させてから貯湯タンクに貯留させるようにした
ものもあるが、このようなものと比較すると、前記前者のものは、貯湯タンクからの放熱
ロスを少なくできる。また、貯湯タンクに貯留される湯水の熱量を実際の熱需要に対して
、より的確に対応させることができる。したがって、湯余りや湯不足が生じることを抑制
する上で好ましい。さらに、貯湯タンクとしては、１日分の熱需要に対応する湯水を貯留
可能なサイズのものを用いる必要がなく、小型の貯湯タンクを用いればよいこととなり、
設備コストを廉価にすることもできる。
【０００３】
　一方、ヒートポンプのＣＯＰ（成績係数）を高くするには、ヒートポンプによる加熱湯
水温度をたとえば５０℃程度の比較的低めの温度とすることが好ましい。ただし、湯水温
度を一律にそのような低めの温度としたのでは、熱需要量が多い場合に不足を生じる。こ
のため、従来では、熱需要が予測される場合において、その熱需要量が多く、所定の閾値
を超える場合には、湯水温度をたとえば６５℃程度の高めの温度とすることが行なわれて
いる。
【０００４】
　しかしながら、従来においては、次に述べるように、改善すべき余地があった。
【０００５】
　すなわち、従来においては、たとえばある程度の時間間隔を隔てて複数の熱需要が生じ
ることが予測され、最初の熱需要の量が比較的少なく、かつ次の熱需要の量がかなり多い
場合には、最初の熱需要に対する貯湯温度は低めの温度（たとえば５０℃）とされ、次の
熱需要に対する貯湯温度は高めの温度（たとえば６５℃）とされる。ところが、このよう
に設定したのでは、最初の熱需要の実際の熱需要量が予測を下回る少量であって、貯湯タ
ンク内に低めの温度の湯水が湯余り状態になると、次の熱需要に対応すべく貯湯タンク内
の湯水熱量をかなり多くようとしても、前記した低めの温度の湯水が存在することに起因
し、貯湯タンク内の湯水熱量を多くすることが困難となる場合がある。これでは、次の熱
需要に対し、貯湯タンク内の湯水熱量に不足を生じることとなり、適切ではない。したが
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って、そのような事態が生じないようにすることが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１１８６６０号公報
【特許文献２】特許第４６８８５８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記したような事情のもとで考え出されたものであって、システム全体のエ
ネルギ効率を良好にしつつ、湯不足などの不具合が生じないようにすることが可能なヒー
トポンプ式給湯システムを提供することを、その課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を講じている。
【０００９】
　本発明により提供されるヒートポンプ式給湯システムは、ヒートポンプと、このヒート
ポンプによって加熱された湯水を貯留し、かつこの湯水を所定の出湯口または熱負荷に供
給可能な貯湯タンクと、過去の熱需要に基づく学習能力をもち、今後の熱需要の発生時期
および熱需要量を予測し、かつ予測される熱需要の発生前に前記ヒートポンプを運転させ
て熱需要に対応する熱量の湯水を前記貯湯タンクに貯留させる制御を実行する制御手段と
、を備えており、前記制御手段は、熱需要に対応する湯水を前記貯湯タンクに貯留させる
場合において、熱需要量が所定の閾値以下である場合には、この熱需要に対応する貯湯温
度を所定の第１の温度にする一方、熱需要量が前記閾値を超える場合には、貯湯温度を前
記第１の温度よりも高温の第２の温度とする制御を実行するように構成されている、ヒー
トポンプ式給湯システムであって、前記制御手段は、貯湯温度を前記第２の温度とする熱
需要が予測される場合において、この熱需要の発生前の所定時間内に別の熱需要があると
予測される場合には、その熱需要量の多少には関係なく、前記別の熱需要に対応する貯湯
温度を前記第２の温度とする制御を実行するように構成されていることを特徴としている
。
【００１０】
　このような構成によれば、次のような効果が得られる。
　すなわち、貯湯温度を第２の温度（高めの温度）とする熱需要が予測される場合におい
て、この熱需要の発生前の所定時間内に別の熱需要があると、その熱需要量が少なく、そ
の貯湯温度が第１の温度（低めの温度）で十分であったとしても、この別の熱需要に対応
する貯湯温度は第２の温度とされる。したがって、前記した別の熱需要の量が予測された
熱需要量よりも少なく、湯余りが生じたとしても、貯湯タンクに残存する湯水は、第２の
温度（高めの温度）となる。このため、その後に発生する熱需要に対し、必要な熱量の湯
水を貯湯タンクに貯留させることができる。その結果、前記従来技術とは異なり、湯不足
を生じないようにすることが可能となる。
　一方、本発明においては、前記したような場合を除き、基本的には、熱需要量が所定の
閾値以下である場合には、貯湯温度が第１の温度（低めの温度）とされるために、ヒート
ポンプの成績係数を高くし、エネルギ効率をよくすることが可能である。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、前記所定時間は、可変値とされ、かつ貯湯温度が前記第
２の温度とされる熱需要が発生する前に別の熱需要が発生する頻度が高いと予測される場
合には、そうでない場合よりも長い時間に設定されるように構成されている。
【００１２】
　このような構成によれば、貯湯温度が第２の温度とされる熱需要が発生する前に、別の
熱需要が発生する頻度が高いと予測される場合には、当該別の熱需要に対応する貯湯温度
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が第２の温度に設定され易くなる。したがって、熱需要の発生頻度が高い場合に、湯不足
を生じ難くすることができる。これとは反対に、熱需要の発生頻度が低い場合には、貯湯
温度が強制的に第２の温度に設定されることは抑制されるために、湯余りが多く生じると
いったことも適切に回避される。
【００１３】
　本発明において、好ましくは、前記貯湯タンクから前記所定の出湯口または熱負荷に供
給される湯水をその途中で加熱可能な補助熱源機を、さらに備えており、前記制御手段は
、熱需要量が前記閾値を超える場合であっても、貯湯温度を前記第２の温度にする場合と
比べて、貯湯温度を前記第１の温度にしてからその不足熱量を前記補助熱源機によって補
う場合の方が、エネルギ効率が高いと判断した場合には、貯湯温度を前記第１の温度にす
るように構成されている。
【００１４】
　このような構成によれば、補助熱源機を備えた給湯システムのエネルギ効率を高いもの
とすることができる。なお、貯湯タンクに湯切れを生じた場合には、補助熱源機によって
適切に対処することが可能である。
【００１５】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行なう発明の実施の形
態の説明から、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係るヒートポンプ式給湯システムの一例を示す概略説明図である。
【図２】図１に示すヒートポンプ式給湯システムが具備する制御部の動作処理手順の一例
を示すフローチャートである。
【図３】（ａ），（ｂ）は、図１に示すヒートポンプ式給湯システムが具備する制御部で
実行される処理の一部を理解するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して具体的に説明する。
【００１８】
　図１に示すヒートポンプ式給湯システムＡは、ヒートポンプ１と、貯湯タンクユニット
Ｕとを組み合わせて構成されている。
【００１９】
　ヒートポンプ１は、従来既知のものと同様であり、たとえばＣＯ2などの冷媒の循環路
に、ファン１０ａを利用して取り込まれる空気から熱を吸収する蒸発器１０、圧縮器１１
、凝縮器としての湯水加熱用の熱交換器１２、および膨張弁１３が設けられたものである
。
【００２０】
　貯湯タンクユニットＵは、貯湯タンク２、補助熱源機３、および制御部４を具備してい
る。
【００２１】
　貯湯タンク２の下部および上部は、ヒートポンプ１の熱交換器に１２に対し、配管部５
０ａ，５０ｂを介して接続されている。配管部５０ａに設けられた循環ポンプＰ１が駆動
されると、矢印Ｎ１１～Ｎ１３で示す経路で湯水が流通し、貯湯タンク２の下部から流出
した湯水は熱交換器１２によって加熱されてから、貯湯タンク２内の上部に戻される。こ
のことにより、貯湯タンク２への貯湯がなされる。
【００２２】
　貯湯タンク２の下部および上部には、入水口６１ａを有する入水管６１および出湯口６
２ａを有する出湯管６２が接続されている。出湯口６２ａに配管接続された給湯栓９０が
開状態にされると、貯湯タンク２内への入水圧によって貯湯タンク２内の湯水は出湯管６
２に流出し、流出口６２ａから給湯栓９０に向けて供給される。なお、図面では省略して
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いるが、本実施形態のヒートポンプ式給湯システムＡにおいては、浴槽への湯張りなどを
行なうための風呂給湯も可能とされている。
【００２３】
　補助熱源機３は、貯湯タンク２に湯量不足が生じた場合などにおいて、湯水加熱を行な
うのに利用されるものであり、その構成は、たとえばガス瞬間式湯沸器と同様である。具
体的には、この補助熱源機３は、バーナ３０および熱交換器３１が缶体３２内に収容され
、熱交換器３１に供給された湯水をバーナ３０によって迅速に加熱できるように構成され
ている。補助熱源機３の入水側配管部７０ａは、ポンプＰ２および三方弁Ｖ１を介して貯
湯タンク２の上部に繋がっている。補助熱源機３の出湯側配管部７０ｂは、三方弁Ｖ２を
介して出湯管６２に繋がっている。このため、出湯口６２ａから給湯栓９０に向けて出湯
が行なわれる場合に、三方弁Ｖ２を切り替えることによって、矢印Ｎ２１，Ｎ２２に示す
ように、補助熱源機３によって加熱された湯水を出湯口６２ａに供給することが可能であ
る。
【００２４】
　補助熱源機３の出湯側配管部７０ｂに分岐接続された配管部７１には、熱交換器９２が
設けられている。この熱交換器９２は、熱負荷の１つであり、たとえば床暖房装置などの
暖房端末９１用の熱媒を加熱するためのものである。ポンプＰ３の駆動によって熱交換器
９２と暖房端末９１との間を熱媒が循環流通可能である。なお、図１に示す三方弁Ｖ１，
Ｖ３間は、配管部６３を介して接続されており、熱交換器９２を通過して三方弁Ｖ３に到
達した湯水を、貯湯タンク２を介することなく補助熱源機３に再度送り込んで加熱するこ
とが可能となっている。
【００２５】
　制御部４は、本発明でいう制御手段の一例に相当し、マイクロコンピュータなどを用い
て構成されている。この制御部４は、貯湯タンクユニットＵの各部の動作制御やデータ処
理を実行するとともに、ヒートポンプ１の制御部（図示略）と協働してヒートポンプ式給
湯システムＡの全体の動作制御も実行する。制御部４には、リモコン８が通信接続されて
いる。リモコン８は、データ用の表示部８０、および複数の操作スイッチ８１を有してお
り、これらの操作スイッチ８１を操作することによって、たとえば暖房端末９１の運転開
始や、浴槽への湯張りなどについてのタイマ予約が可能である。
【００２６】
　制御部４は、過去の熱需要（給湯運転実績）に基づき、今後の熱需要を予測する学習能
力を有している。このような学習能力自体は、既知であるため、省略する。なお、本実施
形態における熱需要の予測は、たとえば１時間などの比較的短い時間を単位として行なわ
れ（１０時～１１時，１１時～１２時など）、熱需要が発生する場合にはその熱需要量が
予測される。この予測に際しては、風呂給湯予約や暖房運転予約などの事情も考慮される
。予測対象期間は、たとえば現時刻から９時間先までの期間であるなど、基本的には現時
刻から所定時間内に限定されている。制御部４は、熱需要が予測される場合には、この熱
需要が発生すると予測される時期までに貯湯タンク２への貯湯動作が間に合うように、で
きる限り熱需要の発生予測時期に近いタイミングでヒートポンプ１の運転を開始させるこ
とにより、前記熱需要に対応した熱量の湯水を貯湯タンク２に貯留させる制御を実行する
。その際の貯湯温度としては、低めの第１の温度Ｔ１（たとえば５０℃）と、それよりも
高い第２の温度Ｔ２（たとえば６５℃）とがあり、これらのうちのいずれか一方が選択さ
れるが、その選択処理の具体的な手順については後述する。
【００２７】
　次に、前記したヒートポンプ式給湯システムＡの作用について説明する。併せて、制御
部４の動作処理手順の一例について、図２のフローチャートおよび図３を参照しつつ説明
する。
【００２８】
　まず、制御部４は、過去の熱需要に基づき、今後の熱需要を予測する処理を短周期で繰
り返し実行している（Ｓ１）。この熱需要の予測は、現時刻からたとえば９時間程度先ま
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での熱需要の発生を予測するものであって、具体的には、熱需要の発生時刻およびその熱
需要量を予測する。
【００２９】
　制御部４は、熱需要が予測される場合には、その熱需要量が所定の閾値Ｔｈ以下である
か否かを判断する。この判断において、熱需要量が比較的少なく、閾値Ｔｈ以下である場
合には、前記熱需要に対応する貯湯温度を、低めの温度である第１の温度Ｔ１（たとえば
５０℃）に決定する（Ｓ２：ＹＥＳ，Ｓ３）。貯湯温度を低めの温度にすれば、ヒートポ
ンプ１の成績係数を高くすることが可能である。
　閾値Ｔｈは、たとえば次の式で求められる値である。
　Ｔｈ＝貯湯タンクの容量×（第１の温度－保持入水温度）
　ここで、保持入水温度とは、貯湯タンク２内の最下部の湯水温度、あるいは貯湯タンク
２内の最下部に近い入水配管部内の湯水温度である。
　閾値Ｔｈを上記した値とすれば、貯湯タンク内に第１の温度Ｔ１で貯湯を行なった場合
に、この湯水の熱量によって熱需要が賄えるか否かの判断がなされることとなり、熱需要
が賄える場合（熱需要量が閾値Ｔｈ以下の場合）には、貯湯温度が第１の温度Ｔ１に決定
されることとなる。ただし、本発明においては、閾値Ｔｈとして、前記した値とは異なる
値を採用することが可能である。
　なお、熱需要量の予測値としては、１時間当たりの熱需要量の予測値に代えて、たとえ
ば２時間当たりの予測値を用いることもできる。このようにすれば、熱需要が、たとえば
１６時４５分～１７時１５分にわたって発生する熱需要量が大きいものであるにも拘わら
ず、１６時４５分～１７時００分までの小量の熱需要と、１７時００分～１７時１５分ま
での少量の熱需要との２つの熱需要が単に発生しているだけであると過誤判断される虞を
なくすことができる。
【００３０】
　前記したステップＳ２：ＹＥＳの場合とは異なり、予測される熱需要量が多く、閾値Ｔ
ｈを超える場合には、制御部４は、原則的には、後述するように熱需要に対応する貯湯温
度を第２の温度Ｔ２（たとえば６５℃）とする（Ｓ２：ＮＯ，Ｓ６）。ただし、それ以前
の処理として、制御部４は、貯湯温度を第２の温度Ｔ２とする場合と、貯湯温度を第１の
温度Ｔ１とした上でその不足分については補助熱源機３を用いて補う場合とのそれぞれの
エネルギ効率を比較する。その結果、後者の方がエネルギ効率がよいと判断した場合には
、貯湯温度を第１の温度Ｔ１とする（Ｓ２：ＮＯ，Ｓ５：ＮＯ，Ｓ３）。これに対し、前
者の方がエネルギ効率がよいと判断した場合には、貯湯温度を第２の温度Ｔ２とする（Ｓ
５：ＹＥＳ，Ｓ６）。貯湯温度を第２の温度Ｔ２に設定するデータ処理は、たとえば制御
部４の記憶部に記憶されている熱需要の予測データのうち、該当する熱需要のデータに対
し、貯湯温度を第２の温度Ｔ２とする旨のフラグをオンとすることにより行なわれる。
　なお、熱需要が、暖房端末９１の使用である場合や、リモコン８によって所定の熱需要
については貯湯温度が第２の温度Ｔ２とすることが予め指定されているような場合には、
閾値Ｔｈと熱需要量とを比較するようなことなく、貯湯温度を第２の温度Ｔ２とするよう
に構成することも可能である。
【００３１】
　前記したように貯湯温度を第２の温度Ｔ２とする処理が実行された場合には、この熱需
要の前の所定時間（たとえば、３時間）内に、別の熱需要が発生するか否かがさらに判断
される（Ｓ７）。この判断において、前記所定時間内に別の熱需要が発生する場合には、
この別の熱需要については、その熱需要量の多少には関係なく、強制的にその貯湯温度を
第２の温度Ｔ２に設定し、所定のフラグをオンとする（Ｓ７：ＹＥＳ，Ｓ８）。なお、前
記した所定時間は、後述するように、可変とすることができる。
　前記したような貯湯温度の設定処理は、たとえばヒートポンプ式給湯システムＡの運転
を強制的にオフにするなどの特定の終了操作などがなされない限り、繰り返し継続して実
行される（Ｓ４：ＮＯ，Ｓ１）。
【００３２】
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　前記した貯湯温度についての処理は、より具体的には、図３に示すような処理である。
　図３（ａ）は、現時刻から熱需要予測対象期間（たとえば９時間）の範囲内において、
２つの熱需要Ｄ１，Ｄ２が予測されている状態を示している。なお、時間軸の１目盛りは
、１時間に相当している。２つの熱需要Ｄ１，Ｄ２は、ともに熱需要量が比較的少なく、
その貯湯温度は第１の温度Ｔ１に設定されている。図３（ｂ）は、図３（ａ）の時期から
適当な時間が経過した場合を示しており、前記した２つの熱需要Ｄ１，Ｄ２の発生時期の
後に、新たな熱需要Ｄ３が予測されている。この新たな熱需要Ｄ３は、熱需要量が多く、
その貯湯温度は第２の温度Ｔ２に設定され、その旨のフラグがオンとされている。これに
伴い、熱需要Ｄ３の発生時期前の所定時間（たとえば３時間）内に発生すると予測されて
いる熱需要Ｄ２については、同図（ａ）の場合とは異なり、貯湯温度が第２の温度Ｔ２に
切り替えられ、その旨のフラグがオンとされる。
　図３（ｂ）においては、熱需要Ｄ２，Ｄ３の相互間の期間Ｐａ中に熱需要が存在しない
にも拘わらず、この期間Ｐａ中においても、所定のフラグがオンとされている。これは、
たとえば前記の期間Ｐａ中に熱需要が仮に発生した場合には、この熱需要に対応する貯湯
温度を、熱需要量の多少には関係なく第２の温度Ｔ２にするのに役立つ。
【００３３】
　前記した動作制御によれば、熱需要Ｄ２の実際の熱需要量が予測した値よりも少なく、
熱需要Ｄ２が終了した時点において貯湯タンク２に湯余りが生じたとしても、この湯余り
となっている湯水温度は、高めの温度である第２の温度Ｔ２である。したがって、その後
の熱需要Ｄ３に対応し得るように貯湯タンク２に貯留される湯水の熱量を多くする処理を
的確に実行することが可能となる。本実施形態とは異なり、仮に、貯湯タンク２に低めの
温度である第１の温度Ｔ１の湯水が多く存在していたのでは、貯湯タンク２に貯留される
湯水の熱量を熱需要Ｄ３に対応し得るように多くすることが困難となるが、本実施形態で
は、そのような不具合を防止することができる。湯不足が生じた場合には、補助熱源機３
を利用して湯切れ状態を生じないようにできるものの、補助熱源機３を想定外に運転させ
ることによってエネルギ効率が低くなる事態を適切に回避することが可能である。
【００３４】
　図２におけるステップＳ７の「所定時間」については、可変値とすることが可能である
。より具体的には、制御部４は、過去の熱需要のデータを記憶しており、たとえば曜日ご
との熱需要の頻度を把握している。このため、たとえば熱需要Ｄ３が発生する日が、熱需
要の発生頻度が高い曜日（たとえば日曜日）であって、熱需要Ｄ３の発生時期の前に別の
熱需要が多く発生する可能性が高い場合には、前記「所定時間」をたとえば３時間よりも
長くするといった処理を行なわせることができる。この場合、熱需要の発生頻度に応じて
、「所定時間」をたとえば３時間から９時間までの範囲で選択するように構成することも
できる。このようにすれば、熱需要Ｄ３に先立って発生する他の多くの熱需要のそれぞれ
に対し、その貯湯温度を第２の温度Ｔ２に設定することができ、湯不足を解消することが
より確実化される。
【００３５】
　本発明は、上述した実施形態の内容に限定されない。本発明に係るヒートポンプ式給湯
システムの各部の具体的な構成は、本発明の意図する範囲内において種々に設計変更自在
である。
【００３６】
　本発明でいう第１の温度、および第２の温度の具体的な値は、５０℃や６５℃に限定さ
れず、これ以外の温度とすることができる。また、第１の温度および第２の温度は、それ
ぞれ１種類の温度に限らず、たとえば第２の温度として、６５℃と７０℃との２種類があ
り、第２の温度を選択する場合に、６５℃と７０℃とのいずれか一方を選択するように構
成されていてもかまわない。本発明でいう所定の閾値の具体的な値が、上述の実施形態で
述べられた値に限定されないことは既に述べたとおりである。
【００３７】
　本発明に係るヒートポンプ式給湯システムは、補助熱源機を具備しないものとして構成
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することも可能である。なお、補助熱源機を具備させる場合、補助熱源機としては、ガス
燃焼方式のものに限らず、オイル燃焼方式のもの、あるいは電熱ヒータなどとすることも
できる。
【符号の説明】
【００３８】
Ａ　ヒートポンプ式給湯システム
１　ヒートポンプ
２　貯湯タンク
３　補助熱源機
４　制御部（制御手段）

【図１】 【図２】
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